
「ボッチャ」とは？ 

・ボッチャは重度の脳性麻痺障害者や四肢機能障害者のために考案されたスポーツで、 
パラリンピックの正式競技です。 

・競技として 1 対 1の個人戦、2対 2のペア戦、3 対 3の団体戦の 3種類の対戦形式が 
あります。 

・的となる白いボール（ジャック）1 球に対して赤球、青球のカラー 
ボールを投げ、いかに相手より自分のボールを近づけるかを競いま 
す。“そだね～”で話題になったカーリングによく似ているため 
「床の上のカーリング」と言われることもあります。また、競技 
スポーツだけではなく、レクリエーションとして障害の有無や年齢、 
性別に関係なく皆で楽しめるという特徴を持っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019パラスポーツ「ボッチャ」 
サポーター募集！ 

～兵庫県ボッチャ協会～ 

E-mail: hyogo_boccia@yahoo.co.jp 

～競技風景～ ～イベント風景～ 

 

・ボッチャ大会の競技運営サポート(審判・記録係・タイムキーパー等） 

   ⇒年４回(４日)※春２回(4月中旬～5月中旬)、秋２回(9月中旬～10月中旬) 

(場所：兵庫県障害者スポーツ交流館 ※神戸市玉津） 

・ボッチャの普及・選手育成等を目的とした各種イベントの運営サポート 

（場所：各地の福祉施設や特別支援学校、小学校等） 

 

2019年度より「ひょうごボッチャ審判員」規程により、本協会独自の資格カードを発行

します。ついては、審判員取得希望者は申込み用紙の「審判員資格取得希望」欄にチェック

記入してください・ 

新規事業情報！ 



 申込日 年  月  日 

ふりがな 
                      

□審判資格希望 

氏 名 
 

性 別 男 ・ 女 

学生の方 

学校名 
 

専攻 
 

一般の方 所属先 
 

連絡先 ご住所 

 

〒 

携帯電話   ＦＡＸ  

e-mail  

生年月日  昭和 ・ 平成   年   月   日 （   歳） 

スポーツ支援活動の

経験等 

・スポーツ支援活動の経験（ あり・なし ）←いずれかに○ 

※経験「あり」の方は活動内容をご記入ください。 

 （ボッチャ支援活動経験ありの方は詳細を記入ください。） 

 (競技名、活動種別＜審判、選手支援、選手指導等＞、場所、期間等） 

   

   

    

    

 

※個人情報は、兵庫県ボッチャ協会のボッチャ活動以外には一切利用いたしません。 

 

<申込先・申込方法〉 

★申込用紙に必要事項をご記入の上、下記までお申込ください。 

〒665-0822  兵庫県宝塚市安倉中2丁目8-22-102  

NPO法人 れいんぼう内 兵庫県ボッチャ協会 

TEL： （0797）84-4505  FAX：（0797）84-4705 

e-mail：hyogo_boccia@yahoo.co.jp 

※電子ファイル(Word 版)での申込みを希望される方は 

上記 e-mail アドレスまでお申し出ください 

～兵庫県ボッチャ協会～ 
https://www.facebook.com/ 

hyogoboccia/ 

 

mailto:hyogo_boccia@yahoo.co.jp
https://www.facebook.com/hyogoboccia/
https://www.facebook.com/hyogoboccia/


ひょうごボッチャ審判員規程 

 

第１条（目的） 

この規程は、ボッチャの普及を図る目的で兵庫県ボッチャ協会（以下、本協会と言う）

が認定する審判員に関する事項を定めるものである。 

 

第２条（名称と役割） 

ひょうごボッチャ審判員（以下、審判員と言う）と称し、本協会が主催する大会（事

業）の競技や関係する事業の運営に機能する。 
 

第３条（申請、認定基準等） 

１ 審判員の申請は、本協会ならびに関係団体と共催する「ひょうごボッチャ審判講習会」

や兵庫県内で主催するボッチャ大会で審判実務経験をすることで認定される。 

２ 認定基準は本協会が認定有効とするものであり、他の団体等が定める審判資格とは異な

るものである。その審判員合否に関しては、審判実務経験を優先し審判実務履歴や試験

は実施しない。 

３ 認定条件には、16歳以上であり大会等運営に円滑に取り組めるものとする。 

４ 審判員として合格したものは、審判員証が交付される。なお、大会等で受講した場合は

登録無料、講習会単体（2時間講習）受講は1,000円とする。 

５ 更新手続きは不要で個人の意思による退会、本協会の事業に問題を生ずる場合は審判員

が無効事由となる。 

 

第4条 審判員の活動 

 登録された審判員は、本協会ならびに関係団体が主催する事業で活動することができ、本

協会は、その活動を推奨させる取り組みを行う。その活動には本協会審判部が担当する。 

 

第5条 審判部事務局 

 本協会事務局に置く。 

〒665-0822 宝塚市安倉中2丁目8-22-102 特定非営利法人れいんぼう内  

兵庫県ボッチャ協会 電話 0797-84-4505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.001 

YAMADA TAROU 



ひょうごボッチャ審判員申請書 

 

私は下記のとおりひょうごボッチャ審判員申請をします。 

2019年  月  日 
フリガナ 

 

名 前 

                    

男・女 

生年月日 西暦       年  月  日生まれ（  ）歳 

住 所 〒 

 

 

 

 

電 話  

FAX  

Mail  

資格や活動暦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊受付年月日      年  月  日 

＊登録料 □受領 

＊認定会場 

 

 

□大会（    年  月  日） 

   （大会名                ） 

講習会（    年  月  日） 

   （会場：               ） 

備 考 

 

 

  ＊欄は協会が記入 

＊個人情報は守秘し、本事業以外では使用しません。 

 

兵庫県ボッチャ協会 



 

 

 

Boccia 
Referee 

Hyogo Boccia Association 

 


